
証券コード 6849
平成25年６月５日

株 主 各 位
東京都新宿区西落合１丁目31番４号

代表取締役
社長執行役員 鈴 木 文 雄

第62回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出席くださいますようご案内

申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の

株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成25年６月25日（火曜

日）午後５時10分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

１. 日 時 平成25年６月26日（水曜日）午前10時

２. 場 所 東京都新宿区西落合１丁目31番４号

当社１号館４階ホール
３. 目的事項

報 告 事 項 １. 第62期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の
内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第62期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役10名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 当社株式の大量買付行為に対する対応方針の更新の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
(http://www.nihonkohden.co.jp/)に掲載させていただきます。
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添付書類

事 業 報 告

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過およびその成果

　当期における当社グループを取り巻く事業環境は、国内では、昨年４月に診療報酬のプラス改定が実施さ

れ、社会保障と税の一体改革で描かれた平成37年の医療・介護の将来像の実現に向けて、救急、周産期等の

急性期医療の強化、在宅医療の充実等を推進する姿勢が示されました。海外では、米国、新興国における医

療機器の需要は底堅く推移したものの、欧州は財政不安の影響を受け厳しい状況となりました。

　このような状況下、当社グループは、当期を最終年度とする３ヵ年中期経営計画「SPEED UP Ⅲ」の諸施

策を鋭意実行し、「コア事業の拡大・強化」、「技術開発力の強化」などの重要課題に取り組みました。商品

面では、小児・新生児医療の安全に寄与する商品の開発に注力し、aEEG機能（※1）を搭載した省スペース

型の脳波計、新生児向け心電図用電極、小児向けCO2測定用酸素マスクを発売しました。また、防水機能を初

搭載した送信機や新興国市場をターゲットとした中国開発・生産の心電計を発売しました。さらに、中国の

開発・製造・販売を担当する３子会社を統合、ドバイに販売子会社「日本光電ミドルイースト㈱」を設立、

米国の救命救急医療機器メーカ「デフィブテック LLC」を買収するなど、海外事業の基盤強化を図りまし

た。

　これらの結果、当期の売上高は前期比9.8％増の1,325億３千８百万円となりました。利益面では、営業利

益は増収効果により前期比12.1％増の134億８千４百万円、経常利益は為替差益の寄与もあり前期比20.2％

増の146億５千８百万円、当期純利益は前期比20.1％増の91億５千１百万円となりました。

　 第１表 売上高・営業利益・経常利益・当期純利益

区 分
前 期

(平成24年３月期)
当 期

(平成25年３月期)
対前期増減率

百万円 百万円 ％

売 上 高 120,718 132,538 ＋9.8

営 業 利 益 12,027 13,484 ＋12.1

経 常 利 益 12,193 14,658 ＋20.2

当 期 純 利 益 7,621 9,151 ＋20.1
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　＜市場別の状況＞

　国内市場においては、病院市場が好調に推移し、ＰＡＤ（※2）市場におけるＡＥＤの販売も好調だった

ことから、全ての商品群で売上を伸ばすことが出来ました。特に、私立病院、官公立病院市場の底堅い需要

に支えられ、生体計測機器や生体情報モニタが好調に推移しました。この結果、国内売上高は前期比10.5％

増の1,102億１千５百万円となりました。

　海外市場においては、生体情報モニタ、血球計数器が大幅に伸長し、生体計測機器も好調に推移しまし

た。米州では、中南米での売上は微減となりましたが、米国で売上が大幅に伸長しました。アジア州では、

中国、インド、東南アジアで売上が伸長しました。一方、欧州は、財政不安の影響に加え円高による為替換

算上の目減りもあり、前期実績を下回りました。この結果、海外売上高は前期比6.2％増の223億２千２百万

円となりました。

　＜商品群別の状況＞

［生体計測機器］国内では、脳神経系群、心電計群、心臓カテーテル検査装置、診断情報システムの全てに

わたり好調に推移しました。海外では、心電計群は低調に推移したものの、脳神経系群は全ての地域で売上

を伸ばしました。この結果、売上高は前期比10.4％増の338億７千１百万円となりました。

［生体情報モニタ］国内では、ベッドサイドモニタやセントラルモニタの売上が大幅に伸長したほか、セン

サ類などの消耗品も好調でした。海外では、欧州は低調だったものの、米州、アジア州で売上が大幅に伸長

しました。特に、米国では大手グループ購買組織との関係強化が新規顧客獲得につながり、売上に寄与しま

した。この結果、売上高は前期比10.9％増の436億６千１百万円となりました。

［治療機器］国内では、公定価格改定の影響等によりペースメーカ、ＩＣＤは前期実績を下回ったものの、

新商品３機種の投入効果もありＡＥＤの売上が大幅に伸長しました。また、迷走神経刺激装置やイリゲーシ

ョンカテーテル（※3）も好調でした。海外では、医科向け除細動器は低調だったものの、救急車や病院向

けにＡＥＤが好調だったほか、一般市民による使用が解禁される予定の台湾においてＡＥＤの需要が高まり

ました。この結果、売上高は前期比6.5％増の216億４百万円となりました。

［その他］国内では、新商品効果もあり血球計数器が好調に推移したほか、仕入品も売上を伸ばしました。

海外では、血球計数器が大幅に伸長する一方、現地仕入品は減少しました。この結果、売上高は前期比9.9

％増の334億円となりました。

（※1）aEEG（amplitude-integrated EEG）：脳波の振幅の変化を圧縮して表示したトレンドグラフ。新生児

けいれん（発作）や低酸素虚血性脳症などのデータ解析に使用する。

（※2）ＰＡＤ（Public Access Defibrillation）：一般市民によるＡＥＤを用いた除細動。ＰＡＤ市場には

公共施設や学校、民間企業などが含まれる。

（※3）イリゲーションカテーテル：頻脈性不整脈の治療に用いられる心臓焼灼カテーテルで、カテーテル先

端と焼灼部位を冷却する機能を持つ。
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　なお、売上高を商品群別に分類すると次のとおりです。

　 第２表 商品群別売上高

区 分 売 上 高 対前期増減率 構 成 比

百万円 ％ ％

生 体 計 測 機 器 33,871 ＋10.4 25.6

生 体 情 報 モ ニ タ 43,661 ＋10.9 32.9

治 療 機 器 21,604 ＋6.5 16.3

そ の 他 33,400 ＋9.9 25.2

合 計 132,538 ＋9.8 100.0

う ち 国 内 売 上 高 110,215 ＋10.5 83.2

う ち 海 外 売 上 高 22,322 ＋6.2 16.8

(ご参考）地域別海外売上高

地 域 売 上 高 対前期増減率

百万円 ％

米 州 8,090 ＋16.4

欧 州 5,612 △12.1

ア ジ ア 州 7,560 ＋11.3

そ の 他 1,059 ＋20.2
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　(2) 対処すべき課題

　当社グループを取り巻く環境を展望しますと、先進国における高齢化の進展、新興国の経済成長に伴う医

療基盤の整備などグローバルのヘルスケア市場は今後も持続的な成長が期待されます。一方で、国内外でヘ

ルスケアは魅力ある成長産業として捉えられ、Ｍ＆Ａや異業種の参入などが相次いでおり、グローバル競争

は益々激化すると予想されます。

　当社は、平成22年に10年後のあるべき姿として長期ビジョンThe CHANGE 2020 -The Global Leader of

Medical Solutions-を策定し、目指すべき将来像として、①世界初の革新的技術の確立、②世界最高品質の

確立、③グローバルシェアNo.1の獲得を掲げています。

　第一ステージの中期経営計画「SPEED UP Ⅲ」（平成22年度～平成24年度）では、コア事業の拡大・強化に

積極的に取り組み、目標の売上高1,300億円、営業利益130億円を達成することができました。また、国内急

性期病院市場において競争優位性を確立するとともに、esCCO（※1）、導出18誘導心電図（※2）、CO2センサ

といった当社独自のパラメータ測定技術を商品化し、グローバルでのブランド力向上につなげました。一

方、新興国市場での売上高は目標に届かず、課題として残りました。

　平成25年度からスタートする４カ年中期経営計画「Strong Growth 2017」は、長期ビジョンの実現に向け

て、より強固な礎を築くための重要な第二ステージとなります。政府が描く平成37年の将来像に向けた医

療・介護機能再編下での国内事業の持続的成長、市場拡大が見込まれる海外での飛躍的成長を目指し、下記

の６つの重要課題に積極的に取り組むとともに、成長を確実にするための基盤固めを行います。

　今後も、医療現場に根ざした技術開発でヘルスケアの課題に挑戦し、お客様に安全と安心をご提供し続け

ることで、社会に貢献するとともにグループの持続的な発展と企業価値の向上に努める所存です。

①世界トップクオリティの追求

　世界中のお客様から日本光電の製品、販売・サービスはトップクオリティと認められ、のちのちまで満

足いただけるよう、開発・設計、生産、物流、販売、サービスを含むグループ全部門の全ての活動におけ

る品質を確保し、医療機器メーカとしての信頼を高めていきます。

②技術開発力の強化

　医療現場のニーズに迅速・柔軟に対応できる開発体制を構築するとともに、国内外で産官学連携、企業

連携を推進し、当社の強みである技術開発のさらなる強化とスピードアップを図ります。

③地域別事業展開の強化

　海外での飛躍的成長を目指し、米州、欧州、アジア州における事業展開を強化します。特に、日本、ア

メリカ、BRICsを含む新興国市場の事業展開強化に重点的に取り組みます。

④コア事業のさらなる成長

　グローバルシェア拡大と安定収益確保のため、国内外においてコア事業である「生体情報モニタリング

事業」「臨床検査機器事業」「治療機器事業」「消耗品・サービス事業」のさらなる成長を目指します。

⑤新規事業の創造

　医療の安全・安心に貢献する、生活習慣病、認知症などの疾病や難治性疾患に挑戦する、地域包括ケア

システムなどのニーズに対応するといった視点から、自社開発、アライアンス、Ｍ＆Ａを積極的に推進

し、将来のコア事業となりうる新規事業を創造していきます。
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⑥企業体質の強化

　事業環境の変化に適応し、医療機器で世界のリーディングカンパニーとして変革していくため、「グロ

ーバル化」「効率性」「スピード」を追求した筋肉質な企業体質の実現を図るとともに、持続的発展に向け

たＣＳＲ、人財育成の取り組みを強化します。

（※1）esCCO（estimated continuous cardiac output）：心電図とパルスオキシメータの脈波から連続的

に心拍出量を推定できる技術。

（※2）導出18誘導心電図：12誘導心電図の波形をもとに、右側誘導、背部誘導の波形を演算により導出する

技術。

　(3) 設備投資等の状況

　当期は、総額31億４千３百万円の設備投資を実施しました。主な内容は、販売促進用機器、金型、測定

器、機械装置、ＩＴ機器、業務用ソフトウエアなどの取得です。

　(4) 資金調達の状況

　 設備投資などの所要資金は、自己資金を充当しました。

　(5) 財産および損益の状況の推移

区 分
第 59 期

(平成22年３月期)
第 60 期

(平成23年３月期)
第 61 期

(平成24年３月期)

第 62 期
( 当 期 )
(平成25年３月期)

売 上 高(百万円) 107,013 113,380 120,718 132,538

経 常 利 益(百万円) 9,343 10,569 12,193 14,658

当 期 純 利 益(百万円) 5,917 6,573 7,621 9,151

１株当たり当期純利益 (円) 134.68 149.62 173.49 208.31

総 資 産(百万円) 88,000 92,495 99,403 116,800

純 資 産(百万円) 57,949 62,294 67,911 76,256

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 1,318.49 1,417.18 1,544.87 1,734.73

(注) 1. 第59期においては、海外市場は低調でしたが、売上構成の変化により粗利率が改善し、費用削減策も奏功したことか
ら、減収増益となりました。

2. 第60期においては、国内・海外市場ともに好調に推移し、増収増益となりました。
3. 第61期においては、国内・海外市場ともに好調に推移し、増収増益となりました。
4. 第62期については、「事業の経過およびその成果」に記載のとおりです。
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　(6) 重要な親会社および子会社の状況

　 ① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

％

日 本 光 電 北 海 道 株 式 会 社 90百万円 100 医 用 電 子 機 器 販 売

日 本 光 電 東 北 株 式 会 社 120百万円 100 〃

日 本 光 電 東 関 東 株 式 会 社 125百万円 100 〃

日 本 光 電 北 関 東 株 式 会 社 91百万円 100 〃

日 本 光 電 東 京 株 式 会 社 149百万円 100 〃

日 本 光 電 南 関 東 株 式 会 社 97百万円 100 〃

日 本 光 電 中 部 株 式 会 社 140百万円 100 〃

日 本 光 電 関 西 株 式 会 社 202百万円 100 〃

日 本 光 電 中 四 国 株 式 会 社 175百万円 100 〃

日 本 光 電 九 州 株 式 会 社 80百万円 100 〃

日 本 光 電 ア メ リ カ 株 式 会 社 4,741千米ドル 100 〃

日本光電ヨーロッパ有限会社 2,500千ユーロ 100 〃

日 本 光 電 フ ラ ン ス 有 限 会 社 1,000千ユーロ (100) 〃

日 本 光 電 イ ベ リ ア 有 限 会 社 250千ユーロ (100) 〃

日 本 光 電 イ タ リ ア 有 限 会 社 25千ユーロ (100) 〃

日 本 光 電 Ｕ Ｋ 有 限 会 社 10万ポンド (100) 〃

日本光電インディア株式会社 87百万ルピー 100 〃

日 本 光 電 ブ ラ ジ ル 有 限 会 社 3百万レアル 100 〃

日本光電シンガポール株式会社 1百万Sドル 100 〃

日本光電ミドルイースト株式会社 600万ディルハム 100 〃

日 本 光 電 コ リ ア 株 式 会 社 200百万ウォン 100 医 用 電 子 機 器 販 売 促 進

日 本 光 電 富 岡 株 式 会 社 496百万円 100 医用電子機器・変成器の製造、当社製品の保管・運送

株 式 会 社 ベ ネ フ ィ ッ ク ス 20百万円 55 医療情報システム製品製造・販売

株式会社日本バイオテスト研究所 10百万円 100 免疫化学製品開発・製造・販売

上海光電医用電子儀器有限公司 45百万人民元 100 医用電子機器の開発・製造・販売

Ｎ Ｋ Ｕ Ｓ ラ ボ 株 式 会 社 500千米ドル 100 医 用 電 子 機 器 開 発

ニューロトロニクス株式会社 100千米ドル 100 医用電子機器用ソフトウエア開発

日本光電フィレンツェ有限会社 1,200千ユーロ 100 医用電子機器用の試薬製造・販売

リサシテーションソリューション株式会社 48百万米ドル 100 関係会社の出資持分の取得および保有

デ フ ィ ブ テ ッ ク LLC 3,072千米ドル (100) 医用電子機器の開発・製造・販売

スパン日本光電ダイアグノスティクス株式会社 12百万ルピー 55 医用電子機器用の試薬製造・販売

株 式 会 社 イ ー ・ ス タ ッ フ 20百万円 100 グ ル ー プ 総 務 関 連 ・ 派 遣 業 務

(注) 当社の議決権比率の（ ）書きは、間接所有の議決権比率を示しています。
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　 ② 企業結合の経過

　日本光電ミドルイースト㈱を昨年９月、リサシテーションソリューション㈱ を昨年10月に設立してい

ます。また、デフィブテック LLC を昨年11月に買収しています。

　 ③ 企業結合の成果

　当社の連結子会社は32社です。連結決算の概要は、「１.企業集団の現況に関する事項 (1)事業の経過お

よびその成果」に記載のとおりです。

　(7) 主要な事業内容

　当社グループは、医学と工学との境界技術を開発して、それに関連した高水準の医用電子機器およびシス

テムの製造・販売ならびに保守・修理等の事業活動を展開しています。

区 分 内 容

生 体 計 測 機 器
脳波計、筋電図・誘発電位検査装置、心電計、心臓カテーテル検査装置、診断
情報システム、関連の消耗品（記録紙、電極、カテーテルなど）、保守サービ
スなど

生 体 情 報 モ ニ タ
心電図、呼吸、ＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）、ＮＩＢＰ（非観血血圧）等の
生体情報を連続的にモニタリングする生体情報モニタ、臨床情報システム、関
連の消耗品（電極、センサなど）、保守サービスなど

治 療 機 器
除細動器、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、心臓ペースメーカ、人工呼吸器、
人工内耳、関連の消耗品（電極パッド、バッテリなど）、保守サービスなど

そ の 他
血球計数器、超音波診断装置、研究用機器、変成器、消耗品（試薬、衛生用品
など）、設置工事・保守サービスなど

　(8) 主要な営業所および工場

営業所：当社のほか、国内市場については販売子会社10社が担当しています。海外市場については北米

を日本光電アメリカ㈱、ブラジルを日本光電ブラジル㈲、欧州を日本光電ヨーロッパ㈲ほか４

社が担当しています。アジア地域については、中国を上海光電医用電子儀器㈲、インドを日本

光電インディア㈱、東南アジア・オセアニア地域を日本光電シンガポール㈱が担当し、日本光

電コリア㈱は韓国での当社商品の販売促進・代理店支援活動を行っています。また、平成24年

９月に設立した日本光電ミドルイースト㈱が中東・アフリカ地域を担当しています。その他の

地域は当社が担当しています。
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工 場 ：当社川本工場（埼玉県深谷市）

日本光電富岡㈱（群馬県富岡市）

上海光電医用電子儀器㈲（中国 上海市）

日本光電フィレンツェ㈲（イタリア フィレンツェ）

スパン日本光電ダイアグノスティクス㈱（インド スーラト）

　(9) 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減

国内会社 3,484[519]
名

+113
名

海外会社 876[ 23] +190

合 計 4,360[542] +303

(注) 1. 従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外からの出向受入者を含
む。）です。

2. 従業員数欄の［外書］は、臨時従業員（非常勤嘱託、臨時社員およびパートタイマー）の平均雇用人員です。

　(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円

ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア 678

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 313

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 241
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２. 会社の株式に関する事項

(1) 発行済株式の総数 45,765,490株（自己株式 1,834,225株を含む）

(2) 株主数 6,047名（前期末比 130名減）

(3) 大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 %

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 2,570,700 5.85

株式会社埼玉りそな銀行 2,096,875 4.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 2,065,300 4.70

東芝メディカルシステムズ株式会社 1,990,000 4.52

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５２２３ 1,989,300 4.52

富士通株式会社 1,063,779 2.42

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニ
バス アカウント

924,100 2.10

モルガンスタンレーアンドカンパニーエルエルシー 878,212 1.99

ＲＢＣ ＩＳＴ ＬＯＮＤＯＮ－ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮＴ 869,300 1.97

メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クラ
イアント メロン オムニバス ユーエス ペンション

730,700 1.66

(注) 当社は、自己株式 1,834,225株を保有していますが、上記の大株主からは除いています。また、持株比率は、自己株式を
控除して計算しています。
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３. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役および監査役の氏名等

会社における地位、担当および重要な兼職の状況 氏 名

代 表 取 締 役
会 長 執 行 役 員

荻 野 和 郎

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員

鈴 木 文 雄

取締役専務執行役員 (経理・情報システム・法務担当） 白 田 憲 司

取締役専務執行役員 (技術担当、信頼性・安全性統括部長) 伊 澤 敏 次

取締役常務執行役員 (品質管理担当、日本光電富岡㈱代表取締役社長) 黛 利 信

取締役上席執行役員 (営業本部長) 塚 原 義 人

取締役上席執行役員 (海外事業本部長) 田 村 隆 司

取締役上席執行役員 (商品事業本部長) 会 田 洋 志

取締役上席執行役員 (技術担当 (生体情報モニタ)) 中 川 辰 哉

※取締役上席執行役員 (マーケティング戦略部長) 荻 野 博 一

取 締 役 (弁護士） 山 内 雅 哉

※取 締 役 (慶應義塾大学教授） 小 原 實

常 勤 監 査 役 赤 羽 武

※常 勤 監 査 役 杉 山 雅 己

監 査 役 (慶應義塾大学名誉教授、弁護士） 加 藤 修

監 査 役 (公認会計士、税理士） 河 村 雅 博

(注) 1. 取締役山内雅哉、取締役小原實の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
2. 監査役加藤修、監査役河村雅博の両氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
3. 監査役河村雅博氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有してい

ます。
4. 上表※印の各氏は、平成24年６月27日開催の第61回定時株主総会において新たに選任され、就任しました。
5. 当期中に退任した取締役および監査役は次のとおりです。
　 (平成24年６月27日退任)
　 取締役専務執行役員 原 澤 栄 志（任期満了による退任）
　 取締役常務執行役員 上平田 利 文（任期満了による退任）
　 常 勤 監 査 役 松 島 武 志（任期満了による退任）
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6. 当社は、執行役員制度を導入しています。取締役を兼務していない執行役員は、平成25年３月31日現在、次のとおり
です。

会社における地位および担当 氏 名

　専 務 執 行 役 員 （医療機器産業戦略担当） 原 澤 栄 志

　常 務 執 行 役 員 （検体機器事業本部長） 上平田 利 文

　執 行 役 員 （用品事業本部長） 田 中 栄 一

　執 行 役 員 （経営企画室長） 広 瀬 文 男

　執 行 役 員 （経理部長） 生 田 一 彦

　執 行 役 員 （荻野記念研究所長） 山 森 伸 二

　執 行 役 員 （総務人事部長） 平 田 茂

　執 行 役 員 （サービス事業本部長） 平 岡 俊 彦

　執 行 役 員 （中国統括本部長） 吉 竹 康 博

　執 行 役 員 （医療機器技術センタ所長） 柳 原 一 照

　執 行 役 員 （日本光電関西㈱社長） 上 松 芳 章

　(2) 役員報酬等の額およびその算定方法に係る決定に関する方針

① 役員報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 14名 321百万円

（うち社外取締役） (2名) (13百万円)

監 査 役 5名 60百万円

（うち社外監査役） (2名) (15百万円)

合 計 19名 381百万円

(注) 1. 株主総会の決議による取締役報酬限度額（平成19年６月定時株主総会決議)：年額 400百万円以内（ただし、使用人
兼務取締役使用人分は含まない。）
株主総会の決議による監査役報酬限度額（平成19年６月定時株主総会決議)：年額 80百万円以内

　 2. 上記の取締役に対する支給額には、使用人兼務取締役の使用人相当額95百万円は含めていません。
　 3. 役員退職慰労金制度廃止に伴い、平成19年６月28日開催の第56回定時株主総会において、退職慰労金を打ち切り支給

すること、およびその支給時期は各役員の退任時とすることを決議しました。これにより取締役８名、監査役４名に
対する打ち切り支給額を長期未払金に計上しました。

　 当期中に退任した取締役に支給した退職慰労金は、次のとおりです。
　 取締役 2名 20百万円
　 当該退職慰労金は長期未払金の取り崩しによる支払いのため、上記支給額には含めていません。
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② 役員報酬等の算定方法に係る決定に関する方針

当社は、業績や株主価値との連動性を高め、経営の透明性の向上と中長期的な成長性、収益性の向上を

図ることを目的として役員の報酬に関する方針を次のとおり定めています。

　取締役の報酬については、月額報酬および賞与で構成しています。月額報酬は役位ごとの役割の大きさ

や責任範囲に基づき支給することとしています。賞与は、当期の会社業績、貢献度等を勘案し支給するこ

ととしています。また、中長期の業績を反映させる観点から、月額報酬の一定割合を自社株式の購入に充

て、在任期間中保有することとしています。

　監査役の報酬については、監査役の協議にて決定しており、月額報酬および賞与で構成しています。

　上記の月額報酬および賞与の総額は、年額の取締役報酬限度額および監査役報酬限度額の範囲内で支給

することとしています。

　(3) 社外役員に関する事項

　 ① 取締役 山内雅哉

　 (a) 重要な兼職先と当社の関係

　 該当事項はありません。

　 (b) 主要取引先等特定関係事業者との関係

　 該当事項はありません。

　 (c) 当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会25回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、適宜必要な発言を

行っています。

　 (d) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める責任を限定す

る契約を締結しています。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としています。

　 ② 取締役 小原 實

　 (a) 重要な兼職先と当社の関係

該当事項はありません。

　 (b) 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

　 (c) 当事業年度における主な活動状況

平成24年６月27日就任以降に開催された取締役会18回のうち17回に出席し、大学教授としての専門的

見地から、適宜必要な発言を行っています。

　 (d) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める責任を限定す

る契約を締結しています。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としています。
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　 ③ 監査役 加藤 修

　 (a) 重要な兼職先と当社の関係

　 該当事項はありません。

　 (b) 主要取引先等特定関係事業者との関係

　 該当事項はありません。

　 (c) 当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会25回のうち24回に出席、監査役会27回の全てに出席し、大学教授および弁

護士としての専門的見地から、適宜必要な発言を行っています。

　 (d) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める責任を限定す

る契約を締結しています。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としています。

　 ④ 監査役 河村雅博

　 (a) 重要な兼職先と当社の関係

　 該当事項はありません。

　 (b) 主要取引先等特定関係事業者との関係

　 該当事項はありません。

　 (c) 当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会25回の全てに出席、監査役会27回の全てに出席し、公認会計士および税理

士としての専門的見地から、適宜必要な発言を行っています。

　 (d) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める責任を限定す

る契約を締結しています。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としています。
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４. 会計監査人の状況

　(1) 会計監査人の名称

東陽監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 32百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 32百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を
区分していませんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めています。

　 2. 当社の重要な子会社のうち一部の海外子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。

　(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、公序良俗に

反する行為をなしたと判断される場合、その他当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合は、

解任または不再任の議案を株主総会に提出することを検討いたします。また、会計監査人が会社法第340条

第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人

を解任いたします。
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５. 会社の体制および方針

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する

ための体制

　 ① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　公正で適切な企業活動を推進するため、当社グループの行動基準である「日本光電行動憲章」およびコ

ンプライアンスの観点から遵守すべき行動の具体的なあり方を定めた「日本光電倫理行動規定」を、啓

蒙・研修を通じて役員・社員等に周知徹底します。

　コンプライアンス委員会および各部門・各子会社のコンプライアンス推進者は、コンプライアンスの確

実な実践を推進します。

　コンプライアンスに係る相談・報告を受け付ける社内通報システムを運営し、不正等の早期発見と是正

に努めます。

　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然たる態度で臨み、一切の関係を遮断

します。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報は、社内規定に従い、その保存媒体に応じて検索・閲覧が可能な状態

で、情報毎に定める保存期間中、適切に保存および管理します。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　業務の健全かつ円滑な運営の確保に資するため、リスク管理規定に従い、当社グループの業務全般に係

る諸リスクを適切に管理する体制を構築し、実効性の高い運用を行います。

　グループ全体を通じた組織横断的なリスク管理体制についてはリスク管理統括部門が整備・推進し、業

務の遂行に伴う個々のリスクについては、リスク毎に定めるリスク管理部門が対応します。

　緊急の事態が発生した場合は、別途定めた社内規定に従い対処します。

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　全取締役・全執行役員で構成する経営会議を原則月3回開催し、迅速な意思決定と機動的な業務執行に

努めます。

　執行役員制度により、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離し、それぞれ

の機能強化を図ります。

　社内規定により、各取締役・各執行役員および各種経営会議体の業務分掌、職務権限、責任、職務執行

手続または運営手続を明確化し、効率的に職務の執行が行われる体制を確保します。

⑤ 株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ全てに適用する「日本光電行動憲章」に基

づいて定めた諸規定に従い、経営管理します。

　当社内部監査部門が当社および子会社の内部監査を実施します。
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　当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制

のシステムを構築し、継続的にその評価・改善を行います。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および

その使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役会事務局は、監査役会の求めまたは指示により、監査役の職務の遂行を補助します。

　監査役会事務局所属員の人事異動については、監査役会の同意を得ます。

⑦ 取締役および使用人が監査役会または監査役に報告をするための体制その他の監査役会または監査役へ

の報告に関する体制

　取締役および使用人は、監査役会に対して、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、職

務執行に関し重要な法令・定款違反および不正行為の事実ならびに内部監査の結果を、遅滞なく報告しま

す。

　前記に関わらず、監査役は、必要に応じて取締役および使用人に対して報告を求めることができます。

　監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を把握します。

　 ⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　代表取締役は、監査役および監査役会と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環

境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換します。

　監査役は、当社および子会社の監査の実効性を確保するため、会計監査人、内部監査部門と情報交換に

努め、緊密に連携します。

　(2) 株式会社の支配に関する基本方針

　 ① 基本方針の内容

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな

源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を中長期的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき

行われるべきものと考えており、大量買付行為が企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これ

を否定するものではありません。

　しかしながら、大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対して明らか

な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会や株

主の皆様に十分な情報や検討時間を与えないもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なく

ありません。

　このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付行為またはこれに類似する行為を行う

者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買

付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
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を確保する必要があると考えます。

　 ② 基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要

　当社は、「病魔の克服と健康増進に先端技術で挑戦することにより世界に貢献すると共に、社員の豊か

な生活を創造する」という経営理念のもと、これに適った事業活動を永続的に展開していくことで、グル

ープの持続的な発展と企業価値の向上を目指しています。

　当社は、平成22年に10年後のあるべき姿として長期ビジョンThe CHANGE 2020 -The Global Leader of

Medical Solutions-を策定し、目指すべき将来像として、「世界初の革新的技術の確立」、「世界最高品質

の確立」、「グローバルシェアNo.1の獲得」を掲げています。

　第一ステージの中期経営計画「SPEED UP Ⅲ」（平成22年度～平成24年度）では、コア事業の拡大・強化

に積極的に取り組み、目標の売上高1,300億円、営業利益130億円を達成することができました。一方、新

興国市場での売上高は目標に届かず、課題として残りました。

平成25年度からスタートする４カ年中期経営計画「Strong Growth 2017」は、長期ビジョンの実現に向

けて、より強固な礎を築くための重要な第二ステージとなります。政府が描く平成37年の将来像に向けた

医療・介護機能再編下での国内事業の持続的成長、今後も市場拡大が見込まれる海外での飛躍的成長を目

指し、(ⅰ)世界トップクオリティの追求、(ⅱ)技術開発力の強化、(ⅲ)地域別事業展開の強化、(ⅳ)コア

事業のさらなる成長、(ⅴ)新規事業の創造、(ⅵ)企業体質の強化という６つの重要課題に積極的に取り組

むとともに、成長を確実にするための基盤固めを行います。

　今後も、医療現場に根ざした技術開発でヘルスケアの課題に挑戦し、お客様に安全と安心をご提供し続

けることで、社会に貢献するとともにグループの持続的な発展と企業価値の向上に努める所存です。

　また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、執行役員制度を導入するとともに、平成19

年６月28日開催の第56回定時株主総会において取締役員数の18名以内から12名以内への削減、および取締

役任期の１年への短縮を承認いただきました。さらに、客観的かつ中立的な立場から取締役の業務執行に

対する監視的役割を果たすとともに、専門的知識・経験等を当社の経営に反映させることを目的として、

独立性を有する社外取締役を２名選任しています。

　 ③ 不適切な支配の防止のための取り組みの概要

　当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、「当社株式の大量買付行為に対する対応方針（買

収防衛策）の更新の件」（以下、「本基本ルール」といいます。）を決議し、平成22年６月29日開催の第59

回定時株主総会に議案として上程し、承認いただきました。本基本ルールの概要は以下のとおりです。

　本基本ルールは、当社株式の大量買付行為が行われる場合の手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断

をするために必要な情報と時間を確保するとともに、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示したり、

大量買付者との交渉を行うこと等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる

ことを目的としています。

　本基本ルールでは、当社株式の20％以上を取得しようとする大量買付者に対し、大量買付行為に関する

必要かつ十分な情報の提供および本基本ルールを遵守する旨の誓約書の提出を求めます。その後、当社社

外取締役、当社社外監査役、社外有識者から構成される独立委員会が、大量買付提案の内容や当社取締役
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会の代替案について検討し、大量買付行為に対する対抗措置発動の可否について当社取締役会へ意見書を

提出します。なお、独立委員会は、本基本ルールに定める所定の場合、予め当該対抗措置の発動に関して

株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）の承認を得るべき旨の留保を付すことがあります。

当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、大量買付者が本基本ルールを遵守しなかった

場合、または当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明らかな侵害をもたら

すようなものである場合など本基本ルールに定める要件に該当すると判断した場合は、その決議により、

対抗措置を発動して新株予約権を発行する場合があります（株主意思確認総会を開催する場合には、株主

意思確認総会の決議に従います。）。また、大量買付行為に応じられるかどうか株主の皆様に適切にご判断

いただくため、買付提案の内容や当社取締役会の意見、独立委員会の意見書の内容、対抗措置の発動等に

ついて、適時・適切に情報開示を行います。本基本ルールの有効期間は、平成25年６月開催予定の第62回

定時株主総会終結の時までです。

　なお、本基本ルールの詳細につきましては、当社ホームページ掲載の平成22年５月11日付「当社株式の

大量買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

(http://www.nihonkohden.co.jp/news/10051105.html）

　 ④ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　上記(2)②に記載した基本方針の実現に資する特別な取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を中長期的に確保、向上させるための具体的方策として推進しており、当社の基本方針に沿うもので

す。

　また、本基本ルールは、当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上を目的として導入しており、当社

の基本方針に沿うものです。本基本ルールでは、取締役会の恣意的判断を排除するため、合理的な客観的

発動条件を設定し、客観的発動条件に該当しない場合には、たとえ当社取締役会が大量買付行為に反対で

あったとしても、対抗措置の発動は行わないこととしています。また、独立委員会を設置し、対抗措置発

動の際にはその意見を最大限尊重すると定めており、取締役の地位の維持を目的とするものではありませ

ん。さらに、株主総会での承認を導入の条件としていること、有効期間を３年と定めた上、有効期間内で

も株主総会または取締役会の決議により廃止できるとされていること、取締役の任期を１年とすることな

どにより、株主の皆様の意向が反映されるものとなっています。

(注) なお、不適切な支配の防止のための取り組みにつきましては、第62回定時株主総会に第４号議案

「当社株式の大量買付行為に対する対応方針の更新の件」として新たに改定案をお諮りしています。（議案

の詳細は、「株主総会参考書類」48頁から61頁をご参照ください。）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　本事業報告中に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てています。
　ただし、１株当たり当期純利益および１株当たり純資産については小数点以下第３位を四捨五入しています。
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連結貸借対照表

(平成25年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額

百万円 百万円

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 95,181 流 動 負 債 39,028

現 金 及 び 預 金 11,743 支払手形及び買掛金 24,423

受取手形及び売掛金 46,043 短 期 借 入 金 1,589

有 価 証 券 15,000 未 払 金 2,004

商 品 及 び 製 品 12,836 リ ー ス 債 務 23

仕 掛 品 1,171 未 払 法 人 税 等 3,847

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,093 未 払 費 用 2,791

繰 延 税 金 資 産 4,341 賞 与 引 当 金 2,822

そ の 他 1,264 製 品 保 証 引 当 金 438

貸 倒 引 当 金 △312 そ の 他 1,086

固 定 資 産 21,619 固 定 負 債 1,515

有 形 固 定 資 産 8,879 長 期 借 入 金 0

建 物 及 び 構 築 物 2,996 長 期 未 払 金 170

機械装置及び運搬具 628 リ ー ス 債 務 28

工 具 器 具 及 び 備 品 2,259 繰 延 税 金 負 債 24

土 地 2,572 退 職 給 付 引 当 金 1,121

リ ー ス 資 産 55 そ の 他 169

建 設 仮 勘 定 366

無 形 固 定 資 産 6,476 負 債 合 計 40,544

ソ フ ト ウ エ ア 2,261

の れ ん 2,251 （純 資 産 の 部）

そ の 他 1,964 株 主 資 本 75,952

投 資 そ の 他 の 資 産 6,262 資 本 金 7,544

投 資 有 価 証 券 3,466 資 本 剰 余 金 10,487

繰 延 税 金 資 産 1,690 利 益 剰 余 金 59,943

そ の 他 1,157 自 己 株 式 △2,023

貸 倒 引 当 金 △51 その他の包括利益累計額 256

その他有価証券評価差額金 458

為 替 換 算 調 整 勘 定 △202

少 数 株 主 持 分 47

純 資 産 合 計 76,256

資 産 合 計 116,800 負債及び純資産合計 116,800
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連結損益計算書

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

科 目 金 額

百万円

売 上 高 132,538

売 上 原 価 66,218

売 上 総 利 益 66,319

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 52,835

営 業 利 益 13,484

営 業 外 収 益 1,341

受 取 利 息 及 び 配 当 金 134

為 替 差 益 634

助 成 金 収 入 88

そ の 他 484

営 業 外 費 用 167

支 払 利 息 22

そ の 他 145

経 常 利 益 14,658

特 別 利 益 7

固 定 資 産 売 却 益 7

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0

特 別 損 失 140

固 定 資 産 売 却 損 0

固 定 資 産 除 却 損 44

減 損 損 失 60

投 資 有 価 証 券 評 価 損 34

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 14,525

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,056

法 人 税 等 調 整 額 △687

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 9,156

少 数 株 主 利 益 5

当 期 純 利 益 9,151
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連結株主資本等変動計算書

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 7,544 10,487 52,768 △2,020 68,779

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,976 △1,976

当 期 純 利 益 9,151 9,151

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

自 己 株 式 の 処 分 0 0 0

そ の 他 0 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― 0 7,175 △2 7,172

当 期 末 残 高 7,544 10,487 59,943 △2,023 75,952

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
少 数 株 主
持 分

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 45 △955 △910 41 67,911

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,976

当 期 純 利 益 9,151

自 己 株 式 の 取 得 △2

自 己 株 式 の 処 分 0

そ の 他 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額 )

413 753 1,166 6 1,172

当 期 変 動 額 合 計 413 753 1,166 6 8,345

当 期 末 残 高 458 △202 256 47 76,256
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連 結 注 記 表

連結計算書類作成の基本となる重要な事項等
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ………………… 32社

　 主要な連結子会社

　日本光電東京㈱

　日本光電関西㈱

　日本光電富岡㈱

　日本光電アメリカ㈱

　日本光電ヨーロッパ㈲ 他27社

なお、連結子会社は日本光電ブラジル㈲、日本光電ミドルイースト㈱、リサシテーションソリューション

㈱、およびデフィブテック LLCの４社が増加し、日本光電サービス㈱、日本光電貿易（上海）㈲、および

メディネット光電医療軟件（上海）㈲の３社が減少しています。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社の数 …………… ０社

　 持分法非適用関連会社はありません。

3. 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社のうち、上海光電医用電子儀器㈲、日本光電ブラジル㈲、リサシテーションソリューション㈱

およびデフィブテック LLCの決算日は12月31日ですが、連結決算日（３月31日）との差異が３ヵ月を超え

ていないため、連結に際しては、当該決算日の計算書類を使用し、かつ連結決算日との間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を行うこととしています。

4. 会計処理に関する事項

　(1) 有価証券の評価基準および評価方法

そ の 他 有 価 証 券

時 価 の あ る も の：決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時 価 の な い も の：移動平均法による原価法
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　(2) デリバティブの評価基準および評価方法

為替予約取引は、時価法によっています。

　(3) たな卸資産の評価基準および評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、評価方法は主として

次の方法によっています。

　 製品・商品・半製品：移動平均法

　 仕 掛 品：個別法

　 原 材 料 ・ 貯 蔵 品：移動平均法

　(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

：当社および国内連結子会社は、主として定率法（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用し、在外連結子会社は主と

して定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　 建物及び構築物 ４～50年

　 機械装置及び運搬具 ２～15年

② 無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

：定額法を採用しています。ソフトウエアについては、利用可能期間（３～５年）

による定額法を採用しています。

③ リ ー ス 資 産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法（定額法）によ

っています。

　(5) 重要な引当金の計上の方法

① 貸 倒 引 当 金：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しています。

② 賞 与 引 当 金：従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上して

います。

③ 退 職 給 付 引 当 金：従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき計上しています。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとしています。

④ 製 品 保 証 引 当 金：製品の出荷後、無償で行う補修費用に備えるため、売上高に対する当該費用の発

生割合および個別見積に基づいて補修費用の見込額を計上しています。

― 24 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2013年05月23日 20時09分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.40 20120314_01）



　(6) 重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

います。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

および費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定およ

び少数株主持分に含めて計上しています。

　(7) 重要なヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法：繰延ヘッジ処理によっています。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約取引

ヘッジ対象：外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 ：外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジするため、為替予約取引を行うものとし

ています。

　 ④ ヘッジの有効性評価の方法

：ヘッジ対象である外貨建予定取引とヘッジの手段とした為替予約取引は、重要な条

件が同一なので、有効性判定を省略しています。

　(8) のれんの償却に関する事項

のれんの償却費については、効果の発現する見積期間（20年以内）を償却年数とし、定額法により均等償

却しています。ただし、金額が僅少のものは、発生時に全額償却しています。

(9) 消費税等の会計処理

　 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

5. 会計方針の変更

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。

この変更に伴い、当連結会計年度における営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ86

百万円増加しています。
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6. 注記事項

(連結貸借対照表)

　(1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

　(2) 有形固定資産の減価償却累計額は、23,108百万円です。

　(3) 受取手形割引高10百万円

　 （うち輸出為替手形割引高10百万円）

(連結損益計算書)

　 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

(連結株主資本等変動計算書)

　(1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

　(2) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数は、次のとおりです。

　 普通株式 45,765,490株

　(3) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,010 23.0 平成24年３月31日 平成24年６月28日

平成24年11月２日
取締役会

普通株式 966 22.0 平成24年９月30日 平成24年11月29日

　(4) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

次のとおり、決議を予定しています。

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,317 30.0 平成25年３月31日 平成25年６月27日
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(金融商品に関する情報)

　(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、金融商品について堅実で安全性の高い運用を行う方針としています。

受取手形および売掛金に係る顧客の信用リスクについては、債権管理規定に沿って、取引先ごとに期日管

理を行うと共に、主要な取引先の信用状況をモニタリングし、財務状況等の悪化による回収懸念を早期に

把握することで、軽減を図っています。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また市場の状況等を勘案して保

有状況を継続的に見直しています。

支払手形および買掛金の支払期日は、１年以内です。

借入金は、主に事業運営に必要な資金（主として短期）として調達しています。

デリバティブは、為替リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針です。
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　(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につい

ては、次のとおりです。

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

　① 現金及び預金 11,743 11,743 ―

　② 受取手形及び売掛金 46,043 46,043 ―

　③ 有価証券（譲渡性預金） 15,000 15,000 ―

　④ 投資有価証券

　 その他有価証券 3,047 3,047 ―

　⑤ 支払手形及び買掛金 24,423 24,423 ―

　⑥ 短期借入金 1,589 1,589 ―

　 ① 現金及び預金、② 受取手形及び売掛金、③ 有価証券（譲渡性預金）

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

　 ④ 投資有価証券

これらの時価は、株式は取引所の価格によっています。また債券は債券額を満期までの期間および信用リ

スクを加味した利率により割り引いた現在価値によっています。

　 ⑤ 支払手形及び買掛金、⑥ 短期借入金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（注）「非上場株式」および「投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への投資」（連結貸借対照表計

上額418百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められるため「④ 投資有価証券 その他有価証券」には含めてい

ません。

(１株当たり情報)

　(1) １株当たり純資産は、1,734円73銭です。

　(2) １株当たり当期純利益は、208円31銭です。
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貸 借 対 照 表

(平成25年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
百万円 百万円

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 75,543 流 動 負 債 31,879

現 金 及 び 預 金 4,325 買 掛 金 16,929
受 取 手 形 315 短 期 借 入 金 300
売 掛 金 34,559 未 払 金 2,005
有 価 証 券 15,000 未 払 法 人 税 等 2,775
商 品 及 び 製 品 6,367 未 払 費 用 1,487
仕 掛 品 385 前 受 金 29
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 668 預 り 金 6,458
関係会社短期貸付金 3,647 賞 与 引 当 金 1,486
繰 延 税 金 資 産 2,091 製 品 保 証 引 当 金 401
未 収 入 金 7,643 そ の 他 5
そ の 他 562 固 定 負 債 877
貸 倒 引 当 金 △22 長 期 借 入 金 0

固 定 資 産 22,522 長 期 未 払 金 170
有 形 固 定 資 産 6,117 退 職 給 付 引 当 金 650
建 物 1,882 資 産 除 去 債 務 55
構 築 物 24 負 債 合 計 32,757
機 械 及 び 装 置 84
車 両 運 搬 具 0 （純 資 産 の 部）
工 具 器 具 及 び 備 品 1,745 株 主 資 本 64,853
土 地 2,081 資 本 金 7,544
建 設 仮 勘 定 299 資 本 剰 余 金 10,487

無 形 固 定 資 産 2,391 資 本 準 備 金 10,482
ソ フ ト ウ エ ア 2,148 そ の 他 資 本 剰 余 金 5
電話加入権・施設利用権 21 利 益 剰 余 金 48,844
そ の 他 220 利 益 準 備 金 1,149

投資その他の資産 14,013 そ の 他 利 益 剰 余 金 47,694
投 資 有 価 証 券 3,460 別 途 積 立 金 39,260
関 係 会 社 株 式 6,802 繰 越 利 益 剰 余 金 8,434
関 係 会 社 出 資 金 2,532 自 己 株 式 △2,023
長 期 貸 付 金 11 評価・換算差額等 455
繰 延 税 金 資 産 768 その他有価証券評価差額金 455
そ の 他 491
貸 倒 引 当 金 △51

純 資 産 合 計 65,309
資 産 合 計 98,066 負債及び純資産合計 98,066
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損 益 計 算 書

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

科 目 金 額

百万円

売 上 高 87,125

売 上 原 価 46,708

売 上 総 利 益 40,417

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 31,213

営 業 利 益 9,204

営 業 外 収 益 2,112

受 取 利 息 及 び 配 当 金 957

為 替 差 益 636

そ の 他 518

営 業 外 費 用 77

支 払 利 息 31

そ の 他 46

経 常 利 益 11,238

特 別 利 益 484

固 定 資 産 売 却 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0

関 係 会 社 清 算 益 434

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 49

特 別 損 失 41

固 定 資 産 除 却 損 6

固 定 資 産 売 却 損 0

投 資 有 価 証 券 評 価 損 34

税 引 前 当 期 純 利 益 11,682

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,080

法 人 税 等 調 整 額 △509

当 期 純 利 益 8,111
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株主資本等変動計算書

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 7,544 10,482 5 10,487 1,149 34,960 6,599 42,709 △2,020 58,721

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,976 △1,976 △1,976

当 期 純 利 益 8,111 8,111 8,111

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

自 己 株 式 の 処 分 0 0 0 0

別 途 積 立 金 の 積 立 4,300 △4,300 ― ―

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 0 0 ― 4,300 1,834 6,134 △2 6,132

当 期 末 残 高 7,544 10,482 5 10,487 1,149 39,260 8,434 48,844 △2,023 64,853

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合計

当 期 首 残 高 43 43 58,764

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,976

当 期 純 利 益 8,111

自 己 株 式 の 取 得 △2

自 己 株 式 の 処 分 0

別 途 積 立 金 の 積 立 ―

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額 )

412 412 412

当 期 変 動 額 合 計 412 412 6,544

当 期 末 残 高 455 455 65,309
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

　(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法によっています。

そ の 他 有 価 証 券

時 価 の あ る も の……期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しています。）

時 価 の な い も の……移動平均法による原価法によっています。

　(2) デリバティブの評価基準および評価方法

　 為替予約取引は、時価法によっています。

　(3) たな卸資産の評価基準および評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）、評価方法は下記のとおり

です。

製品・商品・半製品………移動平均法

仕 掛 品………個別法

原 材 料 ・ 貯 蔵 品………移動平均法

　(4) 固定資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

　 定率法によっています。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によってい

ます。

　 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　 建物及び構築物 ４～50年

　 機械装置及び運搬具 ２～15年

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法によっています。

　 なお、ソフトウエアについては利用可能期間（３～５年）に基づく定額法によっています。

　 ③ リース資産

　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法（定額法）によっています。
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　(5) 重要な引当金の計上の方法

　 ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

　 ② 賞与引当金

　 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。

　 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき

計上しています。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。

　 ④ 製品保証引当金

製品の出荷後、無償で行う補修費用に備えるため、売上高に対する当該費用の発生割合および個別見積

に基づいて補修費用の見込額を計上しています。

　(6) 重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま

す。

　(7) 重要なヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法

　 繰延ヘッジ処理によっています。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

　 ヘッジ手段：為替予約取引

　 ヘッジ対象：外貨建予定取引

　 ③ ヘッジ方針

　 外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジするため、為替予約取引を行うものとしています。

　 ④ ヘッジの有効性評価の方法

：ヘッジ対象である外貨建予定取引とヘッジ手段とした為替予約取引は、重要な条件が同

一なので、有効性判定を省略しています。

　(8) 消費税等の会計処理

　 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 会計方針の変更

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。

この変更に伴い、当事業年度における営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ70百万円増加

しています。
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3. 注記事項

(貸借対照表関係)

　(1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

　(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務は、次のとおりです。

短期金銭債権 44,414百万円

短期金銭債務 8,958百万円

　(3) 有形固定資産の減価償却累計額は、16,845百万円です。

　(4) 受取手形割引高10百万円

　 （うち輸出為替手形割引高10百万円）

　(5) 関係会社の金融機関等からの借入に対する債務保証残高は、495百万円です。

(損益計算書関係)

　(1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

　(2) 関係会社との取引高は、次のとおりです。

営業取引

　売上高 77,788百万円

　仕入高 20,649百万円

　販売費及び一般管理費 1,094百万円

営業取引以外の取引高

　収益 1,455百万円

　費用 28百万円
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(株主資本等変動計算書関係)

　(1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

　(2) 当事業年度の末日における自己株式の総数は、次のとおりです。

普 通 株 式 1,834,225株

(税効果会計)

　 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
　たな卸資産評価損 363百万円
　賞与引当金 564百万円
　退職給付引当金 231百万円
　製品保証引当金 152百万円
　貸倒引当金 28百万円
　関係会社株式等評価損 380百万円
　減価償却資産償却 1,645百万円
　その他 802百万円
繰延税金資産 小計 4,170百万円
評価性引当額 △1,044百万円
繰延税金資産 合計 3,126百万円

繰延税金負債
　資産除去債務 13百万円
　その他有価証券評価差額金 252百万円
繰延税金負債 合計 265百万円

繰延税金資産の純額 2,860百万円
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(関連当事者との取引)

　子会社

会社等の名称
議 決 権 等 の
所有(被所有)

割合(％)

関連当事者との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の関係

日本光電東北㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

4,197 売掛金 1,696

日本光電東関東㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

6,179 売掛金 2,158

日本光電北関東㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

5,814 売掛金 2,253

日本光電東京㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

11,071 売掛金 4,762

運用預り金
（＊２）

1,200 預り金 3,100

日本光電南関東㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

6,630 売掛金 2,891

日本光電中部㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

7,812 売掛金 3,365

日本光電関西㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

10,950 売掛金 5,082

日本光電中四国㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

6,354 売掛金 2,830

日本光電九州㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

7,576 売掛金 3,202

日本光電富岡㈱ 100 １名

当社医用電
子機器およ
び変成器製
造

当社販売用製品の
仕入（＊３）

19,863 買掛金 2,017

材料仕入の立替
（＊４）

16,740 未収入金 4,870

日本光電アメリカ㈱ 100 １名
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

2,665 売掛金 996

資金の貸付
（＊５）

178
関係会社
短期貸付金

752

日本光電ヨーロッパ㈲ 100 ―
当社医用電
子機器販売

当社製品の販売
（＊１）

2,383 売掛金 1,247

資金の貸付
（＊５）

132
関係会社
短期貸付金

1,452
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(注) 取引金額には消費税等が含まれていません。期末残高のうち、預り金には消費税等が含まれていません。その他の期末残高に
は消費税等が含まれています。

　 取引条件および取引条件の決定方針等
　 ＊１ 当社製品の販売価格は、市場価格を勘案し、決定しています。
　 ＊２ 運用預り金の金利は、市場金利を勘案して決定しています。
　 ＊３ 当社販売用製品の仕入価格は、製造会社の製造原価をもとに、決定しています。
　 ＊４ 材料仕入の立替は、同社の製造用材料の購入を立て替えたものです。
　 ＊５ 資金の貸付金の金利は、市場金利を勘案して決定しています。

(１株当たり情報)

　(1) １株当たり純資産は、1,486円62銭です。

　(2) １株当たり当期純利益は、184円64銭です。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成25年５月13日

日本光電工業株式会社

　取 締 役 会 御 中

東 陽 監 査 法 人

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 井 上 司 ㊞

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 鈴 木 裕 子 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本光電工業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい

て監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要

と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ

る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査

を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目

的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を

検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本光電工

業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。
　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成25年５月13日

日本光電工業株式会社

　取 締 役 会 御 中

東 陽 監 査 法 人

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 井 上 司 ㊞

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 鈴 木 裕 子 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本光電工業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日

までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属

明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計

画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す

る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの

評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第62期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた

します。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締

役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産

の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき

整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されて

いる会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他にお

ける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及

び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の

方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。
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２. 監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本

方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第

118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なう

ものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　 会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成25年５月16日

日本光電工業株式会社 監査役会

常勤監査役 赤 羽 武 ㊞

常勤監査役 杉 山 雅 己 ㊞

社外監査役 加 藤 修 ㊞

社外監査役 河 村 雅 博 ㊞

以 上

― 41 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2013年05月23日 20時09分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.40 20120314_01）



株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　 利益の配分につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に配慮しなが

ら、株主の皆様には長期に亘って安定的な配当を継続することを基本方針としています。

　 本方針に基づき、剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　 １. 期末配当に関する事項

　 (1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき金30円 総額 1,317,937,950円

注) 中間配当（１株につき金22円）を含めた当事業年度の年間配当は、１株につき金52円となりま

す。

　 (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

　 平成25年６月27日

　 ２. その他の剰余金の処分に関する事項

　 (1) 増加する剰余金の項目およびその額

　 別途積立金 6,000,000,000円

　 (2) 減少する剰余金の項目およびその額

　 繰越利益剰余金 6,000,000,000円
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第２号議案　取締役10名選任の件

　取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任を

お願いしたいと存じます。

　 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１
荻　野　和　郎
おぎ の かず お

(昭和16年１月４日)

昭和41年４月 日本電信電話公社入社

168,930株

昭和56年７月 同社東海電気通信局施設部長

昭和59年２月 同社技術局画像通信部門担当調査役

昭和60年３月 同社退職

昭和60年４月 当社入社、顧問

昭和60年８月 当社心電図事業部長

昭和60年10月 当社取締役

昭和61年10月 当社常務取締役

昭和63年６月 当社専務取締役

平成元年６月 当社代表取締役社長

平成19年６月 当社代表取締役 社長執行役員

平成20年６月 当社代表取締役 会長執行役員（現在）

２
鈴　木　文　雄
すず き ふみ お

(昭和23年11月３日)

昭和48年４月 当社入社

33,000株

平成６年４月 日本光電アメリカ㈱取締役社長

平成10年４月 当社経営企画室長

平成11年４月 当社人事部長

平成11年６月 当社取締役

平成15年６月 当社常務取締役

平成17年４月 当社システム事業本部長

平成18年４月 当社医療機器技術センタ所長

平成19年４月 当社総務人事部長

平成19年６月 当社取締役 専務執行役員

平成20年６月 当社代表取締役 社長執行役員（現在）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

３
白　田　憲　司
はく た けん じ

(昭和26年７月25日)

昭和50年４月 ㈱埼玉銀行入行

15,200株

平成14年３月 ㈱あさひ銀行執行役員

平成15年６月 ㈱埼玉りそな銀行取締役兼執行役員

平成16年３月 同行取締役兼執行役員退任

平成16年５月 当社入社

平成16年10月 当社内部監査役

平成17年４月 当社経理部長

平成17年６月 当社取締役（現在）

平成18年４月 当社管理統括部長

平成19年６月 当社常務執行役員

平成20年６月 当社専務執行役員（現在）

[経理・情報システム・法務担当]

４
伊　澤　敏　次
い ざわ とし つぐ

(昭和24年12月４日)

昭和48年４月 当社入社

14,600株

平成９年４月 当社医療機器事業部第一技術部長

平成12年４月 当社用品事業部長

平成14年４月 上海光電医用電子儀器㈲社長

平成19年４月 当社医療機器技術センタ所長

平成19年６月 当社執行役員

平成20年４月 日本光電富岡㈱代表取締役社長

平成20年６月 当社取締役（現在）

平成20年６月 当社上席執行役員

平成21年６月 当社常務執行役員

平成23年４月 当社信頼性・安全性統括部長（現在）

平成23年６月 当社医療機器技術センタ所長

平成24年６月 当社専務執行役員（現在）

平成25年４月 日本光電富岡㈱代表取締役社長（現在）

[技術・生産担当]
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

５
塚　原　義
つか はら よし

　人
と

(昭和27年12月25日)

昭和55年７月 当社入社

7,100株

平成６年４月 日本光電メビコ東海㈱代表取締役専務

平成11年４月 日本光電北関東㈱代表取締役社長

平成14年４月 日本光電メビコ東販売㈱代表取締役社長

平成15年４月 日本光電東京㈱代表取締役社長

平成19年６月 当社執行役員

平成20年６月 当社取締役 上席執行役員（現在）

平成23年４月 当社営業本部長（現在）

６
荻　野　博
おぎ の ひろ

　一
かず

(昭和45年５月28日)

平成７年４月 当社入社

4,600株

平成19年４月 日本光電ヨーロッパ㈲社長

平成23年４月 当社マーケティング戦略部長（現在）

平成23年６月 当社執行役員

平成24年６月 当社取締役 上席執行役員（現在）

平成25年４月 当社海外事業本部長（現在）

７
田　村　隆
た むら たか

　司
し

(昭和34年３月22日)

昭和58年４月 当社入社

7,700株

平成15年４月 日本光電関西㈱代表取締役社長

平成19年４月 当社営業本部長

平成19年６月 当社執行役員

平成20年６月 当社取締役 上席執行役員（現在）

平成23年４月 当社海外事業本部長

平成25年４月 当社サービス事業本部長（現在）

８
会　田　洋
あい だ ひろ

　志
し

(昭和27年10月８日)

昭和48年４月 当社入社

9,700株

平成17年４月 当社商品事業本部副本部長

平成19年６月 当社商品事業本部長（現在）

平成19年６月 当社執行役員

平成23年６月 当社取締役 上席執行役員（現在）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

９
山　内　雅
やま うち まさ

　哉
や

(昭和35年３月20日)

昭和63年４月 弁護士登録（東京弁護士会）

0株
平成５年９月 中川・山内法律事務所開設

平成13年８月 ひびき綜合法律事務所に統合（現在）

平成22年６月 当社取締役（現在）

10
小 原
お ばら

　 實
みのる

(昭和22年9月29日)

昭和61年４月 慶應義塾大学理工学部電気工学科助教授

0株
平成５年４月 慶應義塾大学理工学部電気工学科（現電子工

学科）教授

平成24年６月 当社取締役（現在）

平成25年４月 慶應義塾大学名誉教授（現在）

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 山内雅哉氏は、社外取締役候補者です。

（1）同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士とし
て会社法務に精通しており、培われた専門的な知識・経験等を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役
として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年と
なります。

（2）当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を損害
賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で
当該責任限定契約を継続する予定であります。

（3）同氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出ております。
3. 小原 實氏は、社外取締役候補者です。

（1）同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、電子工学、
レーザ医療を専門とする大学教授としての知見・経験等を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役とし
て選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって１年となり
ます。

（2）当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を損害
賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で
当該責任限定契約を継続する予定であります。

（3）同氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出ております。
4. [ ]内は当社における現在の担当を表示しております。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役赤羽 武氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお

願いしたいと存じます。

　 なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。

　 監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

※

黛 　 利 信
まゆずみ とし のぶ

(昭和24年11月21日)

昭和43年３月 ㈱光電工業富岡製作所(現日本光電富岡㈱)入社

13,700株

平成11年４月 日本光電富岡㈱品質保証部長

平成20年４月 当社品質管理統括部長

平成20年６月 当社執行役員

平成21年６月 当社取締役（現在）

平成21年６月 当社上席執行役員

平成22年４月 日本光電富岡㈱代表取締役社長

平成24年６月 当社常務執行役員（現在）

(注) 1. 黛 利信氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 黛 利信氏は、本総会終結の時をもって任期満了により当社取締役を退任します。
3. ※は新任候補者であります。
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第４号議案　当社株式の大量買付行為に対する対応方針の更新の件

　当社は、平成19年６月28日開催の当社第56回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、当社株式の

大量買付行為に対する対応方針（以下、「旧基本ルール」といいます。）を導入し、平成22年６月29日開催の当社

第59回定時株主総会において、旧基本ルールの一部改定と継続をご承認頂いていますが、旧基本ルールの有効期

間は、本総会終結の時をもって満了することとなります。

　この旧基本ルールの有効期間満了に先立ち、当社は、平成25年５月８日開催の当社取締役会において、本総会

において承認可決されることを条件として、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取り組み（会社法施行規則第118条第3号ロ(2)）として、旧基本ル

ールの内容を一部改定した上、更新することを決定いたしました（以下更新後の対応策を「本基本ルール」とい

います。）。本議案は、当社株式の大量買付行為に対する対応方針の更新について、株主の皆様のご承認をお願い

するものであります。

　なお、本基本ルールの有効期間は、旧基本ルールの有効期間の満了時から平成28年６月開催予定の第65回定時

株主総会終結の時までといたします。

　この更新に伴う旧基本ルールからの主な変更点は以下のとおりですが、旧基本ルールに比して大幅な変更はあ

りません。

① 当社取締役会および独立委員会が必要情報の追加的な提供を要請した場合に、大量買付者グループから当

該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会および独立委員会が

求める情報が全て揃わなくとも、情報提供に係る交渉を終了し、独立委員会による検討を開始する場合が

あることを明記しました。

② 本基本ルールに従った対抗措置の発動を行うに際して、独立委員会が予め株主意思確認総会の承認を得る

べき旨を勧告した場合には、必ず株主意思確認総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思

を確認することを明確にしました。

Ⅰ. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、

当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期

的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われ

るべきものと考えており、大量買付行為が企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するも

のではありません。

　しかしながら、大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対して明らかな侵害

をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、当社取締役会や株主の皆様に十分

な情報や検討時間を与えないもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対し

ては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があ

ると考えます。
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Ⅱ. 当社の企業価値の源泉および基本方針の実現に資する特別な取り組み

1. 当社の企業価値の源泉について

　当社は、昭和26年の創立以来、「エレクトロニクスで病魔に挑戦」をモットーに、医用電子機器のトップメ

ーカとして数々の優れた医療機器を世界中の医療機関に提供してきました。当社が最先端技術を駆使して開

発・提供する医療機器は、脳波計や心電計などの検査機器、生体情報モニタ、除細動器などの治療機器、健康

増進や在宅医療関連機器等、幅広い分野にわたります。

　医療機器事業においては、医療現場に密着してお客様である医師・看護師・技師の方々や患者様のニーズを

把握し、ユーザオリエンテッドに徹した商品をタイムリーに開発・提供し続けることが不可欠です。同時に、

医療機器は人命に直結するものであるため、優れた品質と高い安全性、安心して使い続けていただくためのサ

ービス・サポート体制が求められます。

　当社の企業価値の源泉は、主に「医療現場に根ざした技術開発力」「国内外の良好な顧客基盤」「高品質の商

品・サービスとそれを支える開発・生産・販売・サービス陣」「長年にわたって培ってきたブランド力」等に

あると考えています。

　当社は、創立以来蓄積された専門的な知識・ノウハウや豊富な経験を継承するとともに、産官学連携等を通

じて築かれた国内外のお客様との良好な協力関係を維持することによって、技術開発力の強化を図り、国際競

争力のある付加価値の高い商品の提供に努めてきました。また、当社は、世界中のお客様、患者様に満足いた

だける製品づくりのために品質を最も重視しており、当社商品・サービスの品質の高さは国内外で評価されて

います。こうして長年の事業活動を通じて培ったお客様、取引先、その他の関係者の皆様からの信頼は、「日

本光電」ブランドとして何物にも替えがたい当社の貴重な財産となっています。

2. 企業価値向上への取り組み

　当社は、「病魔の克服と健康増進に先端技術で挑戦することにより世界に貢献すると共に、社員の豊かな生

活を創造する」という経営理念のもと、これに適った事業活動を永続的に展開していくことで、グループの持

続的な発展と企業価値の向上を目指しています。

　当社は、平成22年に10年後のあるべき姿として長期ビジョンThe CHANGE 2020 -The Global Leader of

Medical Solutions-を策定し、目指すべき将来像として①世界初の革新的技術の確立、②世界最高品質の確

立、③グローバルシェアNo.1の獲得、を掲げています。

　平成25年度からスタートする４カ年中期経営計画「Strong Growth 2017」は、長期ビジョンの実現に向け

て、より強固な礎を築くための重要な第二ステージとなります。政府が描く平成37年の将来像に向けた医療・

介護機能再編下での国内事業の持続的成長、今後も市場拡大が見込まれる海外での飛躍的成長を目指し、①世

界トップクオリティの追求、②技術開発力の強化、③地域別事業展開の強化、④コア事業のさらなる成長、⑤

新規事業の創造、⑥企業体質の強化という６つの重要課題に積極的に取り組むとともに、成長を確実にするた

めの基盤固めを行います。

　今後も、医療現場に根ざした技術開発でヘルスケアの課題に挑戦し、お客様に安全と安心をご提供し続ける

ことで、社会に貢献するとともに企業価値・株主共同の利益の向上に努める所存です（新中期経営計画の詳細

につきましては、平成25年５月８日発表の当社プレスリリースをご参照ください。）。

― 49 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2013年05月23日 20時09分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.40 20120314_01）



3. コーポレート・ガバナンスの強化

　当社は、経営の基本方針を実現するため、経営の健全性と効率性の向上を目指す経営管理体制の構築によ

り、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることは重要な経営課題であると考えています。当社は、コーポレ

ート・ガバナンス強化の一環として、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離する

ため、執行役員制度を導入しています。取締役につきましては、経営の意思決定を迅速に行うため員数を12名

以内とし、事業年度における取締役の経営責任を明確にするため任期を１年としています。また、内部統制の

強化のため、内部監査体制の整備に努めています。

　さらに、客観的かつ中立的な立場から取締役の業務執行に対する監視的役割を果たすとともに、専門的知

識・経験等を当社の経営に反映させることを目的として、独立性を有する社外取締役を２名選任しています。

Ⅲ. 本基本ルールの目的および内容

1. 本基本ルールの目的

　本基本ルールは、上記Ⅰに述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取り組みとして導入するものです。

　当社株式の大量買付行為が行われる場合の手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情

報と時間を確保するとともに、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示したり、大量買付者との交渉を行う

こと等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。

　なお、現在、当社が具体的に第三者から大量買付の提案を受けている事実はございません。

2. 本基本ルールの内容

(1) 対象となる買付行為

　本基本ルールが対象とする買付行為は、次のaもしくはbに該当する買付行為またはこれらに類似する行為

（但し、当社取締役会が予め承認したものを除きます。以下、このような行為を「大量買付行為」、大量買付行

為を行う者を「大量買付者」といい、当該大量買付者と金融商品取引法（以下、「金商法」といいます。）第27

条の2第7項に規定する特別関係者に該当する者を合わせて「大量買付者グループ」といいます。）とします。

a. 当社が発行者である株券等(注1)について、保有者およびその共同保有者(注2)の株券等保有割合(注3)の

合計が20％以上となる買付その他一切の行為

b. 当社が発行者である株券等(注4)について、公開買付者(注5)およびその特別関係者(注6)の株券等所有割

合(注7)の合計が20％以上となる公開買付け(注8)

　大量買付者グループは、本基本ルールに定められる手続に従うものとし、本基本ルールに従い当社取締役会

が対抗措置としての新株予約権無償割当ての実施または不実施に関する決議（下記(5)）を行うまでは、大量

買付行為を開始することはできないものとします。

（注1）株券等とは、金商法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。

（注2）保有者とは、金商法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含み、共同保有者とは、同条第5

項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。
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（注3）株券等保有割合とは、金商法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。

（注4）株券等とは、金商法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。

（注5）公開買付者とは、金商法第27条の2第1項本文に規定する公開買付を行う者をいいます。

（注6）特別関係者とは、金商法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。

（注7）株券等所有割合とは、金商法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。

（注8）公開買付けとは、金商法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。

(2) 買付意向表明書の提出

a. 大量買付者グループは、大量買付行為を行う前に、下記必要情報を記載した大量買付提案書、および当該

大量買付者グループが本基本ルールを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、大量買付提案書と

併せて「買付意向表明書」といいます。）を、当社取締役会に提出しなければなりません。なお、買付意

向表明書および次のcに該当する追加情報における使用言語は日本語に限ります。

① 大量買付者グループの概要（名称、所在地、設立準拠法、株主構成、国内連絡先、事業内容、財務内

容等）

② 大量買付行為の目的、方法および内容

③ 当社株券等買付価格およびその算定根拠

④ 買付資金の裏付け、借り入れの場合にはその借入先および返済計画

⑤ 買付対価が現金以外の場合、その内容および評価に関する事項

⑥ 大量買付行為完了後の当社に対する経営方針、事業計画、資本政策および配当政策等

⑦ 大量買付行為完了後の当社の従業員、取引先、顧客、その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等

⑧ その他、当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断した事項

b. 大量買付行為の提案があったこと、および当社取締役会に提出された買付意向表明書記載の情報は、当社

取締役会の判断で、適時適切に情報開示を行います。

c. 当社取締役会は、買付意向表明書を受領後直ちに独立委員会に送付します。当社取締役会および独立委員

会は、買付意向表明書記載の内容が不十分・不明確と判断した場合は、（独立委員会の場合は直接または

当社取締役会を通じて、）大量買付者グループに対して、適宜回答期限を定めた上、合理的な範囲内で追

加情報の提供依頼を行うことがあります。追加情報の提供依頼は、必要かつ十分な情報が提供されるまで

繰り返し行うことができますが、最終の回答期限は、買付意向表明書を受領した日から起算して60日を超

えないものとします。また、当社取締役会および独立委員会が追加情報の提供依頼をしたにもかかわら

ず、大量買付者グループから当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当

社取締役会および独立委員会が求める必要情報が全て揃わなくても、大量買付者グループとの情報提供に

係る交渉を終了し、下記(3)の独立委員会による検討を開始する場合があります。

(3) 独立委員会による検討

a. 当社取締役会の恣意的判断を排除し、大量買付者グループの本基本ルールの遵守状況や対抗措置発動の可

否に関する判断の公正性を確保するために、当社は取締役会決議により、独立委員会を設置します。独立

委員会は、当社社外取締役、当社社外監査役、社外有識者の中から当社取締役会が指名する３名以上の独
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立委員で構成するものとします（独立委員会の概要につきましては参考資料(３)、独立委員候補者につき

ましては参考資料(４)をご参照ください。）。

b. 当社取締役会は、大量買付行為またはその提案があった場合、速やかに独立委員会の開催を依頼します。

c. 独立委員会は当社取締役会の諮問機関として、買付意向表明書の内容および当社取締役会が当該大量買付

行為に対する代替案を有する場合においては当社代替案について検討し、その理由を添えて、対抗措置発

動の可否について当社取締役会へ意見書を提出します。独立委員会の検討の内容につきましては、適時適

切に情報開示を行います。なお、独立委員会は以下につき検討するものとします。

① 大量買付者グループの本基本ルールの遵守状況

② 買付意向表明書に記載された内容が上記2(2)a記載の情報として必要かつ十分なものかどうかの検討

③ 大量買付者グループに対する追加情報の提供依頼および聞き取り調査

④ 買付意向表明書に記載された内容および追加提供情報の検討

⑤ 当社代替案の内容の検討

⑥ 当社取締役会による大量買付者グループとの協議・交渉結果の評価

⑦ 対抗措置発動に関して株主総会招集の要否の判断

⑧ 対抗措置発動の可否

⑨ 対抗措置実行中止の可否

⑩ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項

d. 独立委員会は、買付意向表明書記載の当該大量買付提案内容と、当社取締役会の事業計画等との比較検討

が必要と判断する場合には、当社取締役会に対して、独立委員会が定める合理的な期間内（60日以内とし

ます。）に当該大量買付提案の内容に対する意見、その根拠資料および代替案（もしあれば）その他独立

委員会が適宜必要と認める情報、資料等を速やかに提示するよう要求することができるものとします。

e. 当社取締役会は、上記に記載のとおり、独立委員会の求めに応じて情報等を提供します。また、必要に応

じて、大量買付提案内容の改善のために大量買付者グループと協議・交渉を行い、当社取締役会として株

主の皆様に代替案を提示することもあります。

f. 独立委員会による検討に要する期間は、独立委員会が買付意向表明書記載の情報提供（追加的に提供を要

求したものも含みます。）が十分なものであると判断し、その旨の通知を大量買付者に行った日から、大

量買付提案評価の難易に応じ以下の通りとします（以下、「検討期間」といいます。）。

＜対価を現金（円貨）のみとする当社全株式の大量買付提案の場合＞・・・60日間

＜その他の大量買付提案の場合＞・・・90日間

g. 独立委員会は、その判断が、企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、

当社の費用負担により、独立の外部アドバイザー（フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、学識経験者などの専門家等）からの助言を得ることが出来ます。

(4) 独立委員会の勧告

a. 対抗措置の発動を勧告する場合

　独立委員会は、当該大量買付行為が以下の場合に該当すると判断した場合は、引き続き大量買付者グル

ープからの情報提供や大量買付者グループとの交渉・協議等が必要である等の特段の事情がある場合を除
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き、当社取締役会に対し、対抗措置の発動としての新株予約権の無償割当ての実施を勧告します。

　なお、独立委員会は、当該大量買付行為について下記②から④の該当可能性が問題となっている場合に

は、予め当該対抗措置の発動に関して株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）の承認を得る

べき旨を勧告できるものとします。

① 本基本ルールを大量買付者グループが遵守しない場合（遵守するとの誓約文言を記載した書面を提出

しない場合も含む）

② 当該大量買付行為が、以下のいずれかに該当し、当該行為が株主共同の利益に対する明らかな侵害を

もたらすようなものである場合

◆ 当社株券等を買占め、当該株券等について当社あるいは当社の関係者に高値で買取りを要求する場

合（いわゆる「グリーンメーラー」の場合）

◆ 当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等（知的財産権、ノウハウ、顧客基盤等の無形資産も

含む、以下同じ。）を廉価で取得する等、当社の犠牲の下に大量買付者グループの利益を実現する

経営を行うような場合

◆ 当社の資産を大量買付者グループの債務の担保や弁済原資として流用する場合

◆ 当社の経営を一時的に支配して、当社の資産等を処分させ、その処分益をもって一時的な高配当を

させるか、一時的な高配当による株価の急上昇を狙って高値で売り抜ける場合

③ 強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設

定し、または明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいいます。）など、株主に株式の

売却を事実上強要する恐れがある場合

④ 当該大量買付行為の条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実現可能

性、買付後の経営方針・事業計画を含みます。）が、当社の本源的価値に鑑み著しく不十分または不

適当な場合

b. 対抗措置の不発動を勧告する場合

　独立委員会は、当該大量買付行為について発動事由に該当しないと判断した場合、検討期間の終了の有

無を問わず、当社取締役会に対して、対抗措置を発動すべきでない旨の勧告を行います。

(5) 取締役会の決議

a. 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限に尊重した上で、対抗措置の発動または不発動に関する

決議を行うものとします。ただし、次の（6）に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、当社取締

役会は、株主意思確認総会の決議に従い、対抗措置の発動または不発動に関する決議を行うものとしま

す。

b. 当社取締役会は、必要に応じ、対抗措置発動後も大量買付者グループと協議・交渉を行うことがありま

す。その結果、大量買付者グループが大量買付行為の根幹に関する事項の変更提案を行った場合や大量買

付行為を中止した場合など、当社取締役会による対抗措置発動の判断の基礎となった事項に重要な変更が

生じる場合があります。そのような場合には、独立委員会の意見を求めた上で、当社は、当社取締役会決

議により、対抗措置の発動を中止することがあります（その場合には、適用ある法令および金融商品取引

所の規則・規程等に従って、適時適切に情報開示を行います。）。具体的には、新株予約権無償割当てを中
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止し、または割り当てた新株予約権の全部を無償取得することがあります。

(6) 株主意思確認総会の開催

　当社取締役会は、本基本ルールに従った対抗措置の発動を行うに際して、上記(4)aに従い、独立委員会が予

め株主意思確認総会の承認を得るべき旨を勧告した場合には、株主意思確認総会を招集し、対抗措置の発動に

関する株主の皆様の意思を確認するものとします。

(7) 情報開示

　当社は、本基本ルールの運用に際しては、適用ある法令および金融商品取引所の規則・規程等に従い、本基

本ルールの各手続の進捗状況（買付意向表明書が提出された事実、検討期間が開始した事実を含みます。）ま

たは独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決議の概要、株主意思確認総会の決議の概要、その他独

立委員会または当社取締役会が適切と考える事項について、適時適切に情報開示を行います。

(8) 新株予約権の無償割当ての概要

　本基本ルールに基づき対抗措置として行われる新株予約権の無償割当ての概要は、参考資料（２）に記載の

とおりとします。

(9) 本基本ルールの有効期間および変更・廃止

a. 本基本ルールの有効期間は、本総会の承認後から平成28年６月開催予定の第65回定時株主総会終結の時ま

でとします。本基本ルールを継続する場合には、再度当社株主総会にお諮りします。

b. 本基本ルールは、本総会決議の基本的な趣旨に反しない場合には、その有効期間内であっても、各種法令

や金融商品取引所の規則・規程等の改正等を踏まえ、取締役会において所要の変更・見直しを行う場合が

あります。また、当社株主総会にて本基本ルールを廃止する旨の議案が可決された場合、または当社取締

役会により本基本ルールを廃止する旨の決議が行われた場合、本基本ルールは廃止されます。当社取締役

会は、本基本ルールの変更または廃止がなされた場合には、その旨およびその内容につき、適時適切に情

報開示を行います。

(10) 法令の読み替え

　本基本ルールにおいて引用する法令の規定は、平成25年５月７日現在施行されている規定を前提としている

ものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、各引用されている条項または用語の意義等に修正を加

える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、各条項または用

語の意義等を適宜合理的な範囲で読み替えることができるものとします。
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Ⅳ. 株主・投資家の皆様に与える影響について

1. 本基本ルール導入時の影響

　本基本ルール導入時点においては、新株予約権の割当ては行われません。よって、株主・投資家の皆様に経

済的な影響が生じることはないと予想されます。

2. 対抗措置発動時の影響

　本基本ルールに定める手続を踏まえ、当社取締役会が株主共同の利益を守るために、対抗措置を発動した場

合、当社取締役会が別途設定する割当期日における株主の皆様に対して、その保有する株式１株に対して新株

予約権が１個無償で割当てられます。この新株予約権を行使するためには所定の期間内に付与された新株予約

権の個数×１円の払込みのほか、所定の手続が必要となります。仮に、株主の皆様が、所定の期間内にその手

続を行わなければ、その保有する株式が希釈化することとなります。ただし、取得条項付新株予約権を割当て

る場合は、当社による自己の新株予約権の取得の対価として当社新株が割当てられますので、株主の皆様から

の払込みは必要なく、その保有する株式も希釈化しません。

3. 対抗措置実行中止時の影響

　当社が、新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、新株予約権の無償割当てを中止

しまたは無償割当てされた新株予約権を無償で取得する場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じま

せんので、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の

変動により相応の損害を被る可能性があります。

Ⅴ. 本基本ルールの合理性

1. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本基本ルールは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保または向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上

の原則」「事前開示・株主意思の原則」「必要性・相当性の原則」）を充たしています。

2. 株主意思の尊重

　本基本ルールは、本総会におけるご承認を条件として導入されます。また、当社取締役の任期は１年となっ

ていますので、毎年の取締役の選任を通じて、本基本ルールについての株主の皆様のご意向を反映させること

が可能です。さらに、導入後も、当社株主総会において本基本ルールを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本基本ルールはその時点で廃止されることになり、株主の皆様の意向が反映されるものとなっています。

3. 取締役会の恣意的判断の排除

　当社取締役会の恣意的判断を排除し、大量買付者グループの本基本ルールの遵守状況や対抗措置発動の可否

に関する判断の公正性を確保するために、当社は取締役会決議により、独立委員会を設置します。また、独立

委員会の検討の内容については株主の皆様に開示することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に

資する仕組みが確保されています。
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4. 合理的な客観的発動条件の設定

　本基本ルールにおける対抗措置は、Ⅲ2(4)aに記載の通り、予め定められた合理的な客観的要件に該当した

場合のみ発動されるよう設定しており、当社取締役会の恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していま

す。

5. デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

　当社の株券等を大量に買付けた者は、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成され

る取締役会により本基本ルールを廃止することが可能であります。よって、本基本ルールはデッドハンド型買

収防衛策（取締役会構成員の過半数を交代させても、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。ま

た、当社においては取締役の期差任期制は採用されないため、本基本ルールは、スローハンド型買収防衛策

（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を防止するのに時間を要する買収防衛

策）でもありません。
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株式の20％以上を取得しようとする大量買付者の出現

大量買付者による買付意向表明書の提出

記載情報
が十分

記載情報が不十分

取締役会又は独立委員会による追加情報提供の要求
（上限60日間）

独立委員会が大量買付者に検討開始を通知

本基本ルール
を遵守しない

取締役会および独立委員会の検討期間（期間は60日間または90日間）

取締役会
 ・意見形成・代替案の検討
 ・大量買付者との協議・交渉

独立委員会
 ・対抗措置の可否を勧告　
 ・株主意思確認総会の要否
　 を判断

諮問

勧告

取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重

取締役会による株主
意思確認総会の招集

株主意思確認総会の
開催

取締役会による対抗
措置不発動の決議

対抗措置不発動

取締役会による対抗
措置発動の決議

対抗措置発動

発動否決 発動可決

参考資料（１）当社株式の大量買付行為に対する対応方針のフローチャート

（注）本フローチャートは、本基本ルールの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文をご参照ください。
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参考資料（２）新株予約権の概要

1. 発行する新株予約権の総数

　新株予約権の発行決議において当社取締役会が割当期日として定める日（以下、「割当期日」という。）にお

ける当社の最終の発行済株式数（同日最終における当社所有の普通株式を除く。）を上限とします。

2. 新株予約権割当ての対象となる株主およびその割当条件

　割当期日における最終の株主名簿に記録された株主（ただし、当社を除く。）に対し、その所有株式１株につ

き、１個の割合で新株予約権を割当てます。

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

　新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個

につき１株とします。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

4. 新株予約権の発行価額

　株主に対する無償割当の方法によるため、発行価額は無償とします。

5. 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

　新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、当社普通株式１株当たり１円とします。ただし、取得条

項付新株予約権を割当てる場合は、当社による自己の新株予約権の取得の対価として当社新株を割当てるもの

とし、払込みは不要です。

6. 新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を必要とします。

7. 新株予約権の行使条件

　議決権割合が20%以上の大量買付者グループに属する者（ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除

く。）は、原則として、その所有する新株予約権を行使できません。詳細については、当社取締役会において別

途定めるものとします。

8. 新株予約権の行使期間等

　新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとします。

なお、取得条項については、上記７の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新

株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき１株を交付することができる旨の条項を定めることがありま

す。
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参考資料（３）独立委員会の概要

1. 独立委員会は、３名以上の独立委員で構成するものとします。独立委員は、当社取締役会が当社社外取締

役、当社社外監査役、社外有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、経営経験豊富な会社経営

者、投資銀行業務に精通する者等）の中から指名し、独立委員に就任する者は以下の①～⑤のいずれにも該

当しないものとします。また、独立委員会の委員長は独立委員の互選により選任するものとします。

① 当社の大株主（発行済株式総数の５％超）、若しくは当該大株主と金融商品取引法第27条の2第7項に規

定する特別関係者に該当する者、またはそれらの者の利益を代表する者（大株主のアドバイザー、役職

員等）

② 当社のグループ会社（グループ会社とは、当社が議決権の過半数を有する会社をいい、当社の子会社ま

たは孫会社が議決権の過半数を有する会社を含みます。）の取締役もしくは従業員である者、またはあ

った者

③ 当社と重要な取引関係（当社が当該会社に対して物品もしくは役務の対価として支払った金額、または

当該会社が当社に対して物品もしくは役務の対価として支払った金額の合計額が年間１億円もしくは当

該会社の連結売上高の２％のいずれか高い方の金額を超えている）がある会社、または過去３年以内に

あった会社の取締役、執行役もしくは従業員

④ 当社のアドバイザー（顧問弁護士や経営コンサルタントなどをいい、社外取締役、社外監査役は含みま

せん。）として、高額（年間１千万円以上）の報酬を受取っている者、または過去３年以内に受取った

ことがある者

⑤ ①～④のいずれかに該当する者の近親者（２親等以内の親族または同居親族）

2. 独立委員の任期は３年とし、再任を妨げないものとします。

3. 独立委員会は、買付意向表明書の内容および当社取締役会が当該大量買付行為に対する代替案を有する場合

においては当社代替案について検討し、その理由を添えて、対抗措置発動の可否について当社取締役会へ意

見書を提出します。なお、独立委員会は以下につき検討するものとします。

① 大量買付者グループの本基本ルールの遵守状況

② 買付意向表明書に記載された内容が必要かつ十分なものかどうかの検討

③ 大量買付者グループに対する追加情報の提供依頼および聞き取り調査

④ 買付意向表明書に記載された内容および追加提供情報の検討

⑤ 当社代替案の内容の検討

⑥ 当社取締役会による大量買付者グループとの協議・交渉結果の評価

⑦ 対抗措置発動に関して株主総会招集の要否の判断

⑧ 対抗措置発動の可否

⑨ 対抗措置実行中止の可否

⑩ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項

4. 独立委員会の決議は、原則として、独立委員が全員出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。

ただし、止むを得ない事由があるときは、独立委員会の当該決議において議決権を有する委員の過半数が出

席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことが出来ることとします。
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参考資料（４）独立委員候補者の略歴

山内 雅哉 （やまうち ・ まさや）

　【略歴】

昭和35年生まれ

昭和63年４月 弁護士登録（東京弁護士会）

平成５年９月 中川・山内法律事務所開設

平成13年８月 ひびき綜合法律事務所に統合（現在）

平成22年６月 当社取締役（現在）

平成22年６月 当社独立委員（現在）

山内雅哉氏は会社法第２条第15号に規定される社外取締役です。

同氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

小原 實 （おばら ・ みのる）

　【略歴】

昭和22年生まれ

昭和61年４月 慶應義塾大学理工学部電気工学科助教授

平成５年４月 慶應義塾大学理工学部電気工学科（現電子工学科）教授

平成24年６月 当社取締役（現在）

平成25年４月 慶應義塾大学名誉教授（現在）

小原實氏は会社法第２条第15号に規定される社外取締役です。

同氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

加藤 修 （かとう ・ おさむ）

　【略歴】

昭和19年生まれ

昭和51年４月 慶應義塾大学法学部助教授

昭和56年４月 慶應義塾大学法学部教授

昭和58年９月 慶應義塾大学法学博士

平成15年９月 弁護士登録（東京弁護士会）

平成16年６月 当社監査役（現在）

平成19年６月 当社独立委員（現在）

平成22年４月 慶應義塾大学名誉教授（現在）
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加藤修氏は会社法第２条第16号に規定される社外監査役です。

同氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

河村 雅博 （かわむら ・ まさひろ）

　【略歴】

昭和24年生まれ

昭和52年６月 税理士登録

昭和54年３月 公認会計士登録

昭和54年８月 河村会計税務事務所入所（現在）

平成22年６月 当社監査役（現在）

平成22年６月 当社独立委員（現在）

河村雅博氏は会社法第２条第16号に規定される社外監査役です。

同氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

森脇 純夫 （もりわき ・ すみお）

　【略歴】

昭和32年生まれ

昭和56年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 石井法律事務所入所

平成３年４月 石井法律事務所パートナー（現在）

平成11年４月 司法研修所教官（民事弁護）（平成14年１月まで）

平成17年４月 新司法試験考査委員（民法）（平成18・19・20年度）

平成19年４月 東京大学法科大学院客員教授（平成22年３月まで）

平成19年６月 当社独立委員（現在）

森脇純夫氏は当社の補欠社外監査役です。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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橋を渡って一つ目の
交差点を右折します 城北信用金庫前の

横断歩道を渡ります

光徳院

南口左の細い路地を
東に向かって進みます

中野第五中学校前の
踏切を渡ります

ゆるやかな下り坂です（約7分）

三井文庫

東亜学園

マクドナルド
城北

信用金庫

三角堂
文具店

卍
自性院

目白大学

コンビニ

コンビニ

あゆみの家

米店
鈴木屋

目白研心高校・中学校

１号館４階ホール

上高田
運動施設

中野
第五中学校

交番
西武新宿線

新井薬師前駅

都営大江戸線

落合南長崎駅A1
出口

北口

南口

哲学堂公園

新青梅街道

新目白通り

日産自動車

公園

教会

北原橋

卍

墓地

コンビニ

妙正寺川

当社

コンビニ

歯科

ヤマザキ

中野神経科

げんき堂
整骨院

至
本
川
越

至西武新宿

至
新
宿

至
練
馬

N

株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西落合１丁目31番４号

１号館 ４階ホール
電話 (03) 5996-8000(代表)

交 通
都営大江戸線
西武新 宿 線

：落合南長崎駅下車 Ａ１出口 徒歩約８分
：新井薬師前駅下車 南口 徒歩約15分

(駐車場の用意がございませんのでお車でのご来場は
ご遠慮くださいますようお願いいたします。 )
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